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機械器具５１ 医療用嘴管及び体液誘導管 

一般医療機器 吸引チューブ （JMDNコード：16779000） 

Fファンネルチューブ P 

再使用禁止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【禁忌・禁止】 

① 器具の改造などの二次加工は破損の原因になるので絶対に

行なわいこと。 

② 本器にアレルギーを示す患者に使用しないこと。 

③ 再使用をしないこと。 

④ 検体採取後の廃棄は、医療廃棄物・バイオハザード以外の

取り扱いとして廃棄してはならない。 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

＜構成＞ 

本品は、チューブとＬ字型コネクターからなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用目的又は効果】 

 柔軟性のある合成樹脂製のチューブで、吸引器と回収容器との

接続に用いる 

 

 

【使用方法等】 

 本品は、脂肪吸引器に接続して使用する。 

 

 1．必要に応じて手袋を着用しておく。 

 2．使用期限内であることを確認し、本品の汚染に注意して 

  包装を開封し、本品を取り出す。 

 3．装置と接続する本品を確実に接続する。 

   

 

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞ 

 ・ 接続部に緩みのないことを確認してから使用すること。 

 ・ 本品に衝撃を与えないこと。[破損のおそれがある。] 

 ・ 接続部に薬液や血液等が付着すると、接続部に緩み等が 

  生じるおそれがあるので注意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用上の注意】 

 ＜重要な基本的注意＞ 

 ・ 本品を使用する際は、必ず添付文書を確認すること。 

 ・ 併用する医薬品や医療機器がある場合は、それらの添付 

  文書も併せて確認すること。 

 ・ 本品は、医師の管理下で適切に使用すること。 

 ・ 使用前、包装や内容物に破損や汚損、水ぬれ等の異常が 

  ないことを確認すること。万一、異常が確認された場合 

  は、使用しないこと。 

 ・ 使用目的以外には使用しないこと。 

 ・ 開封後はすぐに使用し、使用後は感染防止に留意して、 

  安全な方法で適切に処分すること。 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 

 ＜保管方法＞ 

・ 水ぬれに注意し、高温多湿や直射日光を避けて保管すること。 

・ 包装材料を傷つけないように注意の上、保管すること。 

 ＜使用期限＞ 

・ 直接の被包に記載。 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

 ＜製造販売業者＞ 

   創作メディカル株式会社 

   千葉県船橋市本町五丁目２番１５号松寿ビル６Ｆ 

   TEL：047-455-3564 

 

 ＜総販売元＞ 

  セルソース株式会社 

  東京都渋谷区 1丁目１９－５渋谷美竹ビル２Ｆ 

  TEL：03-6455-5308 

 

 


